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希望ある町に !! ～実りある３つの町づくり～

山名実新町長が初登庁

● 町長就任・退任について
● 町長、町議会議員選挙結果　
● 新型コロナウイルス感染症の拡大防止へのご協力について
● 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
● お知らせ
● ゆら部　～ Yura Love ～　ほか
● ６月カレンダー
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　退任のごあいさつ

　就任のごあいさつ

この度、５月18日をもって任期満了により町長の職を退任いたしました。
私は、町長としては３期 12 年ですが、由良町の職員となり、収入役、助役・

副町長を奉職した期間を含めると、実に 57 年間、町政に携わってまいり
ました。

在任中、町民の皆さまには、町政に対するご理解とご協力を賜り、あり
がとうございました。新体制になりましても、引き続きよろしくお願いい
たします。

最後に、町民の皆さまのご健勝と由良町の更なる発展をお祈りし、退任
のごあいさつといたします。

この度、町長に就任いたしました、山名実でございます。
住民の方々との対話を重視し、いま何を求められ、何をしなければなら

ないのかを常に考えながら、職員と知恵を絞り、議会と一緒になって町づ
くりを進めてまいります。

まずは、新型コロナウイルスの影響で大きな打撃を受けている町内の商
工業者等への支援に取り組みます。

また、若者の定住や移住を促進するための子育て支援の充実や高齢者支
援の充実、鳥獣害被害対策、ふるさと納税の積極的な推進等に取り組んで
まいります。

町民の皆さまのより一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、就任のご
あいさつといたします。

前町長　畑
はたなか

中　雅
ま さ お

央

町長　山
や ま な

名　実
みのる

希 望 あ る 町 に !!
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若者定住・移住対策（子育て支援）

・新築住宅取得補助
・家賃補助の対象の拡充
・子育て支援の充実

高齢者支援

・高齢者向け交通手段の助成
・地域見守り活動を充実

（農業・漁業）
・新規就農者支援
・鳥獣害被害対策
・休耕地の有効活用
・作る漁業の推進

（商工業）
・企業誘致を推進、働く場所の確保
・新規起業者に対する支援
・生産～加工・販売の仕組み作り
・ふるさと納税への取り組みによる産業振興

防災対策

・防災施設の点検及び整備

教育

・学力向上に努める

観光

・観光 PR のための部署をつくる

その他、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた企業等への支援

産業振興

実りある３つの町づくり

○　若人が集う実りある町づくり
○　子育て世代にやさしい実りある町づくり
○　高齢者にやさしい実りある町づくり

希 望 あ る 町 に !!
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投票区別投票状況

町長選挙開票結果

町議会議員補欠選挙開票結果

由良町長選挙及び由良町議会議員補欠選挙由良町長選挙及び由良町議会議員補欠選挙

山名氏

三好氏 三上氏

５月 18 日の任期満了に伴う由良町長選挙（定数１）と欠員に伴う由良町議会議員補欠選挙（欠員数２）
は、４月 26 日に町内 16 箇所で投票が行われました。開票結果等については、次のとおりです。

投票区
選挙当日有権者数 投票者数（投票率） 由良町議会議員一般選挙

（平成 31 年 2 月 17 日）
（投票率）男 女 計 男 女 計

第１
畑 135 168 303 108 129 237

(78.22)
267

（83.70）
第２

中・門前 202 248 450 174 201 375
(83.33)

373
（81.98）

第３
里 200 187 387 160 147 307

(79.33)
306

（78.46）
第４
横浜 203 232 435 161 179 340

(78.16)
348

（78.91）
第５
南 62 78 140 54 71 125

(89.29)
123

（86.62）
第６
阿戸 206 175 381 158 143 301

(79.00)
303

（76.71）
第７
網代 118 145 263 96 128 224

(85.17)
230

（86.14）
第８

江ノ駒 109 114 223 90 95 185
(82.96)

192
（85.71）

第９
黒田 204 178 382 118 122 240

(62.83)
272

（68.00）
第 10

吹井・糸谷・柳原 226 247 473 159 156 315
(66.60)

361
（70.92）

第 11
神谷 117 127 244 89 90 179

(73.36)
202

（81.12）
第 12
大引 157 171 328 110 121 231

(70.43)
259

（75.95）
第 13
小引 42 52 94 35 42 77

(81.91)
81

（79.41）
第 14
戸津井 49 49 98 40 37 77

(78.57)
83

（75.45）
第 15
衣奈 235 263 498 209 237 446

(89.56)
414

（80.54）
第 16
三尾川 93 90 183 77 73 150

（81.97）
148

（78.72）

計 2,358 2,524 4,882 1,838 1,971 3,809
（78.02）

3,962
（78.52）

当 1,902 山名　　実（63）無所属 自営業

1,691 馬場　博文（56）無所属 会社役員

159 根来　英樹（50）無所属 ファイナンシャルプランナー

当 1,499 三好　章五（66）無所属 NPO 法人 役員

当 1,465 三上　幸夫（64）無所属 無職

695 岩﨑　清和（66）無所属 自営業

（注）投票者数（投票率）には、期日前投票及び不在者投票が含まれています。
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　  新型コロナウイルス感染症の拡大防止へのご協力について
       （お願い）

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、これまで国、県、そして、町におきまして、感染症の
拡大防止に向けた対策を講じ、町民の皆様にもお願いをしているところです。

今後も、感染症の拡大防止のための対策、情報の発信等を実施していきますので、町民の皆様におかれ
ましても、不要不急の外出の自粛や「新しい生活様式」への取組など、引き続き新型コロナウイルス感染
症の拡大防止に向け、ご理解とご協力をお願いします。

※　上記の「新しい生活様式」の実践例は、国から公表されたものの一部を掲載しています。他の内容
については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

「新しい生活様式」の実践例について

（２）日常生活の各場面別の生活様式

○まめに手洗い・手指消毒
○咳エチケットの徹底
○こまめに換気
○身体的距離の確保
○「３密」の回避（密集・密接・密閉）
○毎朝、体温測定・健康チェック

発熱又は風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養

１）　買い物
○通販も利用
○ 1 人又は少人数ですいた時間に。
○電子決済の利用
○計画をたてて素早く済ます。
○サンプルなど展示品への接触は控えめに。
○レジに並ぶときは、前後にスペース

２）　娯楽、スポーツ等
○公園は、すいた時間、場所を選ぶ。
○筋トレやヨガは自宅で動画を活用
○ジョギングは、少人数で。
○すれ違うときは距離をとるマナー
○予約制を利用してゆったりと。
○狭い部屋での長居は無用
○歌や応援は、十分な距離かオンライン

３）　公共交通機関の利用
○会話は控えめに。
○混んでいる時間帯は避けて。
○徒歩や自転車利用も併用する。

４）　食事
○持ち帰りや出前、デリバリーも。
○屋外空間で気持ちよく。
○大皿は避けて、料理は個々に。
○対面ではなく、横並びで座ろう。
○料理に集中、おしゃべりは控えめに。
○お酌、グラスやお猪口の回し飲みは避けて。

５）　冠婚葬祭などの親族行事
○多人数での会食は避けて。
○発熱や風邪の症状がある場合は、参加しない。

（１）日常生活を営む上での基本的生活様式

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）又は住民福祉課（ＴＥＬ
６５－０２０１）までお問い合わせください。

咳エチケット 手洗い換気密閉回避密接回避密集回避外出控え



6

詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

特別定額給付金について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策により、特別定額給付金事業が実施されることになり、国民１
人あたり 10 万円が給付されることになりました。
（申請書を令和２年５月 18 日に世帯主あてに発送しています。届いていない方はお手数ですが、総務

政策課までご連絡ください。）

　給付対象者及び受給権者

給付対象者　基準日（令和２年４月 27 日）において、住民基本台帳に記録されている全ての方（外
国人登録を含みます。）

受給権者　　世帯主

　給付額及び給付方法

給付額　　　給付対象者１人につき 10 万円
給付方法　　原則受給権者（世帯主）の本人名義の銀行口座への振込み

　給付金の申請方法

感染防止の観点から、給付金の申請は①、②を基本とさせていただきます。

①　郵送申請
町から世帯主あてに郵送された申請書に記名、押印し、振込先口座確認書類（金融機関名、口座番号、

口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード等）と本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、
健康保険証等）の写しとともに同封の返信用封筒にて返送。

なお、振込先口座確認書類及び本人確認書類の写しをとる場合は、中央公民館、衣奈会館及び白崎
会館のコピー機をご利用いただけます（開館日は、中央公民館が月曜日以外の日、衣奈会館及び白崎
会館が火曜日、木曜日及び土曜日となっています。）。

②　オンライン申請（マイナンバーカードが必要となります。）
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座確認書類をアップロードし、電子申請

　申請受付期限及び給付時期
　　

申請受付期限　令和２年８月 20 日（木）
給付時期　　　令和２年５月下旬より順次給付

　本人による給付金の申請・受給が困難な方

世帯主本人に代わり、代理申請・代理受給ができます。この場合、委任状や本人と代理人との関係
を証明する書類等が必要です。

　配偶者からの暴力を理由に避難している方

配偶者からの暴力により、基準日の時点で現在の居住地に住民登録をしていない場合は、申し出を
していただくことで、居住地で給付金の申請を行うことができます。

※　すでに居住地に住民登録している方については、改めて申し出等を行う必要はありません。
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新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、１年間町税の徴収の猶
予を受けることができるようになります。

対象者は以下１、２のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者（個人法人の別、規模は問わず）が対象
となります。

１　新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）において事業等
に係る収入が前年同期に比べて概ね 20％以上減少していること。

２　一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる町税
◦令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに納期限が到来する個人町県民税、法人町民税、固定

資産税などほぼすべての税目が対象となります。
◦これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することが

できます。

※　申請方法等については、町ホームページをご覧いただくか、又は税務課までお問い合わせください。

詳しいことについては、住民福祉課（ＴＥＬ６５－０２０１）までお問い合わせください。

詳しいことについては、税務課（ＴＥＬ６５－１８０２）までお問い合わせください。

子育て世帯への臨時特別給付金について

町税等の執行猶予の「特例制度」のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手
当の受給者の方に給付します。

　給付対象

令和２年４月分（３月分含む）の児童手当の受給者
対象児童は、平成 16 年４月２日から令和２年３月 31 日までに生まれた

児童で、令和２年３月まで中学生であった児童（新高校１年生）も含みます。

　給付金額

対象児童１人につき１万円
　
　申請方法

該当する方にはお知らせを送付します。（受給するための手続は不要です。）
ただし、公務員については、所属庁が給付対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請

してください。
※　「子育て世帯への臨時特別給付金」は基準日（令和２年３月 31 日）時点での居住市町村から

給付されますので、転入された方は、転入前の市町村にお問い合わせください。

　給付時期

６月中に給付
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２
年
７
月
分
か
ら
令
和
３
年

６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審
査
を
行
い
ま
す

の
で
、
住
民
福
祉
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申

請
書
は
窓
口
に
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、
申

請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま
で
に
な
り

ま
す
。
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経

済
的
に
困
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た

期
間
が
あ
る
方
は
、
住
民
福
祉
課
又
は
田
辺
年
金
事
務

所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

住
民
福
祉
課 

☎
（
６
５
）
０
２
０
１

田
辺
年
金
事
務
所 

☎ 

０
７
３
９
（
２
４
）
０
４
３
２

国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
に
つ
い
て

問

自衛官候補生採用試験のお知らせ

　詳しいことについては、自衛隊御坊地域事務所　（御坊市湯川町小松原４１０－１　丸仁第
１ビル 1 階　ＴＥＬ２３－００２０）までお問い合わせください。

※　給与等には、年 2 回のボーナ
スの他に、各種手当が加算支給
されます。また、宿舎費は無料
で衣・食・寝具等も支給又は貸
与されます。

◇身　　分：特別職国家公務員
◇募集資格：18 歳以上 33 歳未満の男女（32 歳の方は、条件があります。）
◇試験期日：６月 27 日（土）
◇場　　所：和歌山地本庁舎（和歌山市）
◇受　　付：試験日の前日まで
　
　細部については、自衛隊御坊地域事務所までお問い合わせください。

●特例退職手当：任期満了毎に特例退職手当を支給

陸上自衛官
１任期目：１年９か月
２任期目：２年

海上・航空自衛官
１任期目：２年９か月
２任期目：２年

１任期 約 58 万円 約 95 万円

２任期 約 145 万円 約 150 万円

ＺＴＶ回線経由　11チャンネルにて

「由良町歌でストレッチ」 「由良町健康いきいき体操」 放送中
　
放送時間　　　10時、15 時、20 時

運動不足を自覚している皆さま、自宅でできる体操を紹介しています！！
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★ゆらで農業はじめよう！

就農に役立つ情報を
instagram( インスタグラム ) で発信しています！

由良町公式新規就農支援インスタグラムアカウント

　　　　　＠ YURA_GREENERY
　

インスタグラムアプリで左のネームタグをスキャン
してフォローお願いします！

詳しいことについては、産業建設課（ＴＥＬ６５－１２０３）までお問い合わせください。

〇 2020 年工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所を対象に、
 　2020 年６月１日時点で実施します。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らかにすることを目的とす

る政府の重要な調査で、統計法に基づく報告義務がある基幹統計調査です。
○調査の結果は中小企業施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための基

礎資料として利活用されます。
○調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に

使用することは絶対にありません。
○調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いいたします。

2020 年工業統計調査を実施します

　詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

　防災行政無線で放送した内容（町内放送）をメールでお届けできる「防災行政情報メール」を下
のＱＲコード又はアドレスから登録を行うことができます。（登録は無料。但し通信料は利用者の負
担になります。）

防災行政情報（町内放送）のメール配信について

ＱＲコードを読み取るか、以下の
アドレスを直接入力して空メール
( 件名・本文不要 ) を送信します。

bousai.wakayama-yura-
town@raiden2.ktaiwork.jp

防災情報（必須）
避難に関する情報
　【警戒レベル３】避難準備・高齢者等避難開始など
地　震
地震情報
津　波
津波予報、津波警報など

行政情報（選択）
防災情報以外の由良町からのお知らせ
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部員No.050

住 民 全 員 顔 見 知 り 作 戦

◯お 名 前　　寺
てらむら

村　実
み か

加さん
◯年 齢　　40 代
◯ご 職 業　　団体職員
◯お住まい　　江ノ駒区
◯頑張っていること・続けていること

新しい業務になったので
早く覚えられるように頑張っています。

◯由良町の好きなところ
網代の波止から見る夕日

◯広報誌読者の方へ
４月から由良支店で勤務しています。
よろしくお願いします。

ゆら部  ～ Yura Love ～

どんな世帯が

対象なの？

次の要件を満たす世帯です。

①　平成 28年７月１日から令和３年３月 31 日までに対象住宅に入居していること。

②　新婚 （申請日において、 婚姻の届出から３年以内） 夫婦でいずれの方も満 40

歳未満であること。

③　本町に住民登録をしていること。

※　その他、 諸条件があります。

どんな住宅が

対象なの？

新婚夫婦のいずれかの方が賃貸借契約を締結している由良町内の民間賃貸住宅で

す。

※　町営住宅又は２親等内の親族が所有する住宅は除きます。

いくら補助を

受けられるの？

実質負担した家賃の２分の１です。

（１か月当たり最大 25,000 円）

詳しいことについては、総務政策課（ＴＥＬ６５－１８０１）までお問い合わせください。

由
良
町
に
住
も
う
！
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広
報

由良町カレンダー

　可燃１・資源１の地区…横浜・網代・衣奈・小引・戸津井・三尾川・糸谷・吹井・柳原・黒田
　可燃２・資源２の地区…里・南・阿戸・江ノ駒・門前・畑・中・大引・神谷
　※ごみは、収集日当日の午前２時までに所定の場所にお出しください。	 	
　詳しいことについては、役場（ＴＥＬ６５－０２００）までお問い合わせください。

月

✂

✂

✂

由良町の人口と世帯

2020年

『防災行政無線』電話確認無料サービス

ＴＥＬ　０１２０－００１－６８７

発行　由良町総務政策課
和歌山県日高郡由良町大字里１２２０番地の１
TEL　０７３８－６５－０２００
ホームページアドレス
http://www.town.yura.wakayama.jp/

６

（　）前月比
令和２年４月末現在

人口 5,603 （　　2）
男性 2,756 （－　5）
女性 2,847 （　　7）
世帯数 2,683 （　　6）

1 月
・固定資産税 第１期納期限
・ 軽自動車税 全期分納期限

可燃
１

2 火
・消費生活相談窓口（衣奈会館）（注） 可燃

２

3 水
プラス

チック

4 木
可燃
１

5 金
可燃
２

6 土

7 日

8 月
可燃
１

9 火
可燃
２

10 水 不燃

11 木
・無料法律相談（由良町中央公民館）（注）可燃

１

12 金
可燃
２

13 土

14 日

15 月
可燃
１

16 火
可燃
２

17 水
・粗大ごみ（南・江ノ駒） 資源

１

18 木
可燃
１

19 金
可燃
２

20 土

21 日

22 月
可燃
１

23 火
可燃
２

24 水
・粗大ごみ（衣奈） 資源

２

25 木
可燃
１

26 金
可燃
２

27 土

28 日

29 月
可燃
１

30 火
・町・県民税 第１期、
   国民健康保険税 第１期納期限

可燃
２

（注）の行事については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、中止又は延期となる場合があります。


